
様式 １　公表されるべき事項

労働安全衛生総合研究所の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成２２年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

役員報酬に係る業務の反映については、常勤・非常勤役員の業績及び法人の

業績を総合的に判断した結果、報酬の増減は行われなかった。

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長 平成22年度人事院勧告による国家公務員指定職の給与改定に準拠し、

俸給表の改定を行うとともに、期末手当・勤勉手当の支給割合を変更

（3月分→2.78月分）した。

理事

同上

監事

同上

監事（非常勤）

該当無し

２　役員の報酬等の支給状況

平成２２年度年間報酬等の総額
報酬（給与） 賞与 就任 退任

千円 千円 千円 千円

16,277 10,469 4,238 1,570
（特別地域手当）

※

千円 千円 千円 千円

15,354 9,736 3,872
    1,460
       285

（特別地域手当）
（通勤手当） ※

千円 千円 千円 千円

14,134 9,063 3,605
     1,359
       107

（特別地域手当）
（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

13,527 8,559 3,370
1,325

273
（特別地域手当）

（通勤手当） ◇

千円 千円 千円 千円

2,643 2,643 0 0

注１：「特別地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に対して支給しているものである。
注２：「前職」欄は、役員の前職の種類別に以下の記号を付しているものである。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

前職

法人の長

A理事

B理事

C監事

D監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）



３　役員の退職手当の支給状況（平成22年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当無し ※

千円 年 月

該当無し ※

千円 年 月

該当無し ◇

千円 年 月

該当無し ◇

千円 年 月

該当無し

注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った
事由を記入している。

注２：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

C監事

D監事
（非常勤）

法人での在職期間 摘　　要

法人の長

A理事

B理事

               

 



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

独立行政法人労働安全衛生総合研究所中期計画の予算における人件費

の範囲内で、人事院勧告等を考慮し、人件費の効率化を推進している。

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

独立行政法人通則法第63条第1項の規定に基づき、職員の勤務成績を考慮

する等により決定している。

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

独立行政法人通則法第63条第1項の規定に基づき、職員の勤務成績に応じ

昇格者の選任及び昇格幅の決定等により反映させている。

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

支給する。

　ウ 平成22年度における給与制度の主な改正点

平成22年度人事院勧告による国家公務員一般職の給与改定に準拠し、俸給表の

改定を行うとともに、期末手当・勤勉手当の支給割合を変更（4.15月分→3.95月分）

した。

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

66 47.4 8,613 6,574 163 2,039
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 37.8 6,198 4,769 305 1,429
人 歳 千円 千円 千円 千円

61 48 8,818 6,726 154 2,092
人 歳 千円 千円 千円 千円

1  －  －  －  －  －

「一般職の職員に関する法律」に準拠して、職員の勤務成績を考慮し、勤勉手当を

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

賞与：勤勉手当
（査定分）

制度の内容

区分

常勤職員

事務・技術

技能・労務職種

研究職種

うち所定内人員 うち賞与平均年齢
平成22年度の年間給与額（平均）

総額



人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 34.5 5,890 4,788 206 1,102
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 34.5 5,890 4,788 206 1,102

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者無し
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

注２：技能・労務職種については、対象者が1名のため当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、
「人員」以下の事項については記載していない。

注３：医療職種、教育職種については、該当者がいないため省略した。

事務・技術

再任用職員

研究職種

非常勤職員

事務・技術

研究職種

研究職種

在外職員

任期付職員

事務・技術

       



注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。

注2：全ての年齢層について、該当者が２名以下のため、平均給与額を記載していない。

注3：全ての年齢層において、該当者が４名以下のため、第１・第３四分位を記載していない。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位

代表的職位
人 歳 千円 千円 千円

0  - -  -  -

3 38.5 - 6,160  -

1  - -  -  -

0  - -  -  -

注１：本部主任については、該当者が1名のため当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

「人員」以下の事項については記載していない。

注２：本部係長については、該当者が4名以下のため、第１・第３四分位を記載していない。

② 年間給与の分布状況（事務・技術職員）

平均年齢人員分布状況を示すグループ

   ・本部補佐

   ・本部係長

   ・本部主任

平均

   ・本部係員
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②

（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

11 55.7 10,953 11,325 11,527

1  - -  -  -

45 46.8 7,627 8,284 8,983

4 40.5 - 5,807 -

注１：本部部長研究員には、研究グループ部長を含む。

注２：本部主任研究員には、上席・主任研究員を含む。

注３：本部課長研究員については、該当者が1名のため当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、

「人員」以下の事項については記載していない。

注４：本部研究員については、該当者が４名以下のため、第１・第３四分位を記載していない。

人員

　・本部主任研究員

　・本部研究員

分布状況を示すグループ

代表的職位

　・本部部長研究員

年間給与の分布状況（研究職員）

　・本部課長研究員

注：「32-35歳」以下の層については、該当者が４名以下のため、第１・第３四分位を記載していない。
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区分 計 ７級 ６級 ５級 ４級

標準的 本部課長補佐 本部課長補佐 本部係長 本部係長
な職位

人 人 人 人 人

4 0 0 0 1
（割合） （　　%） （　　%） （　　%） （25%）

歳 歳 歳 歳

～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円

～ ～ ～ ～

千円 千円 千円 千円

～ ～ ～ ～

３級 ２級 １級

本部係長 本部係員 本部係員

人 人 人

3 0 0
（75%） （ 　%） （ 　%）
３６．５　　歳 歳 歳

37

～

35
千円 千円 千円

4,660

～

3,886
千円 千円 千円

6,147

～

5,090

　

区分 計 ５級 ４級 ３級 ２級

標準的 本部部長研究員 本部主任研究員 本部主任研究員 本部研究員

な職位
人 人 人 人 人

61 11 22 24 4
（割合） （18.0%） （36.1%） （39.3%） （6.6%）

５５．７　　歳 ４８．８　　歳 ４５．０　　歳 ４０．５　　歳

58 59 57 43

～ ～ ～ ～

52 40 35 37
千円 千円 千円 千円

8,944 7,831 6,757 4,670

～ ～ ～ ～

7,849 5,460 4,327 4,233
千円 千円 千円 千円

12,140 10,114 8,938 6,144

～ ～ ～ ～

10,725 7,258 5,769 5,520

　

所定内給
与年額

(最高～最
低)

～

年齢（最高
～最低）

③

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年間給与
額(最高～

最低)

年間給与
額(最高～

最低)

年齢（最高
～最低）

～

（研究職員）

人員

（事務・技術職員）

～

 職級別在職状況等（平成23年４月１日現在）（事務・技術職員／研究職員）

～
～

～

注：3級以外の職員については、該当者が2名以下のため、年齢、所定内給与額、年間給与額欄を記載していない。



（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

65.8 65.7 65.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相
当） 34.2 34.3 34.2

％ ％ ％

         最高～最低 34.9～33.0 37.1～31.5 35.9～33.1

（研究職員）
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

53.9 57.5 55.7
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.1 42.5 44.3

％ ％ ％

         最高～最低 50.9～44.0 46.7～40.8 46.5～42.4

％ ％ ％

64.3 67.6 66
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.7 32.4 34

％ ％ ％

         最高～最低 41.5～31.2 42.5～29.7 36.7～31.3

⑤

107.5

101.3

92.6

92.6

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

一般
職員

④

一律支給分（期末相当）

区分

一般
職員

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標
（事務・技術職員／研究職員)

対他法人（事務・技術職員）

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

対国家公務員（研究職）

対他法人（研究職員）

対国家公務員（行政職（一））

賞与（平成22年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）



給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １０７．３

参考 学歴勘案　　　　　　 １０６．３

地域・学歴勘案　　　１０７．５

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（平成21年度決算）

【検証結果】
累積欠損額は0円であり、給与等人件費による当法人への支出に与える影響は
ない。

内容

   引き続き、人事院勧告に基づき給与水準の適正化を図るほか、国の給与制
度に準じた給与の見直しを行うこととしている。
   また、事務職員については、厚生労働省からの出向者により構成されている
ため、人事交流の際に年齢及び給与を勘案した配置についても国に要請した
ところであり、第二期中期計画においても、「今中期計画期間中に国家公務員
の給与水準と同程度とする」とされていることから、今後5年（平成27年度末）まで
に概ね100.0となるよう改善を図ることとする。
　（参考）平成23年度に見込まれる対国家公務員指数（推計）
　　年齢勘案：１０５．５

対国家公務員　　１０７．５

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　98.1％
（国からの財政支出額　２，３０６百万円、支出予算の総額　２，３５１百万円：平
成22年度予算）

【検証結果】
　当法人は独法化以前は国の附属機関であり、職員は国家公務員であったこと
から、独法後も引き続き国の給与制度に準拠した給与規程を定めているため、
国の給与構造と同様であり、適切な給与水準となっている。
　平成22年度の支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合は、40.7％で
あり、国からの財政支出を増加させる要因とはなっていない。
　管理職割合については、当法人は20％となっているが、研究業務は当法人の
まさに中心的業務であるため、研究員の研究や業務を統括し、かつ十分に調整
することが必要であり、また、労働災害調査に係る業務については、労働災害
は突然に発生するものであり、かつ労働災害が発生した際には、緊急に厚生労
働省から依頼があり、休日であっても直ちに研究職員を災害発生現地に派遣せ
ざるをえないものであり、このためには研究職員の業務を統括し、かつ調整し、
研究職員に業務命令を出して派遣することが併せて必要なため、それぞれに管
理職を配置する必要がある。なお、平成23年度においては、昨年度に比べ、事
務職の一般職員を2名削減したが、それらの業務を係長以上の職員に割り振っ
て行っているところであり、能力・経験ともに充実している高位の職員を削減する
ことはできない状態となっている。

　給与水準の適切性の
　検証

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

①　事務所の所在地が東京都清瀬市(15%)と神奈川県川崎市(12%)であり、地域
手当の額が多いこと。
　　なお、事務・技術職員は本省からの出向者が多く、異動保障支給（18％）を
受けている職員が半数いること。
②　高学歴の職員が国家公務員と比較して多いこと。（大卒者の占める割合
75％）
③　扶養手当、住居手当を受けている職員が半数以上いること。

【主務大臣の検証結果】
　地域、学歴等を考慮してもなお、国家公務員より高い水準であることから、運
営費交付金が交付されていることにも鑑み、国民の皆様に納得していただける
ように、一層の給与水準の見直しについて十分検討していただききたい。
　その際には、事務職、研究職等様々な職種があることを踏まえて、評価・検証
を行っていただきたい。
　なお、ラスパイレス指数を用いて、法人の職員と国家公務員との給与水準を比
較するに当たっては、その算出方法について、より客観的な比較が可能となるよ
うな工夫が必要であると考える。

講ずる措置

項目

指数の状況



○研究職員

地域勘案　　　　　　 ９０．５

参考 学歴勘案　　　　　　 ９１．８

地域・学歴勘案　　　９０．０

内容

指数の状況

対国家公務員　　９２．６

項目

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

【主務大臣の検証結果】
　国家公務員より低い水準であり、適切な取組が行われているものと認められ
る。

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　98.1％
（国からの財政支出額　２，３０６百万円、支出予算の総額　２，３５１百万円：平
成22年度予算）

【検証結果】
　当法人は独法化以前は国の附属機関であり、研究職員についても、独法後も
引き続き国の給与制度に準拠した給与規程を定めているため、国の給与構造と
同様であり、適切な給与水準となっている。

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（平成21年度決算）

【検証結果】
累積欠損額は0円であり、給与等人件費による当法人への支出に与える影響は
ない。

講ずる措置

　引き続き、国の給与制度に準じた給与の見直しを行うこととしている。



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成22年度）

前年度
（平成21年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

1,015,390 986,960 1,010,187 984,799 900,993 808,295

△2.8 △0.5 △3.0 △11.3 △20.4

△2.8 △1.2 △3.7 △9.6 △17.2

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

【主務大臣の検証結果】
   総人件費削減目標を達成したことについては、日ごろの経営改善努力の証左と考えているが、給与水準について
は国家公務員を上回っている職種もあり、運営費交付金が交付されていることにも鑑み、今後も適正な給与水準の在
り方について検討していただきたい。

注１：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人事院勧告を踏まえた
　　　官民の給与較差に基づく給与改定部分を除いた削減率である。なお、平成18年、平成19年、平成20年、平成21年、平成22年
　　　の行政職（一）の年間平均給与の増減率は、それぞれ0％、0.7％、0％、△2.4％、△1.5％である。
注２：競争的研究資金又は研究開発独立行政法人の受託研究若しくは共同研究のための民間からの外部資金又は国から
　　　の委託費及び補助金により雇用される任期付職員、運営費交付金により雇用される任期付き研究者のうち、国策上重
　　　要な研究課題（第三期科学技術基本計画（平成18年3月28日閣議決定）において指定されている戦略重点科学技術を
　　　いう。）に従事する者及び若手研究者（平成17年度末において37歳以下の研究者をいう。）を削減対象人件費の範囲か
　　　ら除いているため、Ⅲの表の「給与、報酬等支給総額」と上記の削減対象人件費の金額とは異なっている。
注３：注２の任期付研究者及び任期付職員の人件費を総人件費改革に係る削減対象人件費の範囲から除く前の「給与、報
　　　酬等支給総額」（削減対象人件費）は、基準年度（平成17年度）1,053,105千円、平成18年度1,034,154千円、平成19年度
　　　1,043,773千円、平成20年度1,031,749千円、平成21年度962,655千円であった。

△ 13,608

185,870

△ 5,778 （ △29.2）

△ 52,588

非常勤役職員等給与

人件費削減率（補正値）
（％）

年　　　度

  (  △66.5)
退職手当支給額

人件費削減率
（％）

①　最広義人件費については、給与・報酬等支給額の対前年度比５．５％減、退職手当支給額の対前年度比
　　６６．５％減等全ての区分において、対前年度比減となっており、最広義人件費についてはに前年度比
　　１４．５％減となっている。
②　「行政改革推進法」及び「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取組
　　状況
　ⅰ)  中期目標に示された人件費削減の取組に関する事項
　　　　「行政改革の重要方針」を踏まえ、平成18年度以降の5年間において、国家公務員に準じた人件費改革
　　　の取組を行うこと。併せて、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、給与体系の見直しを進めること。
　ⅱ)  中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しの方針
　　　　「行政改革の重要方針」を踏まえ、平成18年度以降の5年間において、平成18年4月1日に在席する統合
　　　後法人の人員を前提として支払われる人件費を基準として５％以上の削減を行う。
　ⅲ)  人件費削減の進捗状況
　　　　平成22年度までに５％の人件費削減の目標が平成21年度末において達成された。

14,600

給与、報酬等支給総額
（千円）

14,015

総人件費改革の取組状況

（ △10.4）

（ △10.6）1,105,048 1,291,979 △ 186,931

福利厚生費
116,902

（ △14.5）

（  △5.5）

( △12.0）
給与、報酬等支給総額

比較増△減

910,067

中期目標期間開始時（平成
18年度）からの増△減

△ 6,759

19,793 （ △34.9）

△ 124,087962,655

最広義人件費

区　　分

64,064 （  　29.5）

△ 7,522

123,661

△ 130,617

△ 121,806

（  △5.5）
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